
防災県土整備企業常任委員会提出資料

1 所管事項

( 1 ）平成26年版成果レポート（案）について

( 2）三重県建設産業活性化プランの取組について

( 3 ）今後の海岸保全施設の整備について

( 4）道路インフラメンテナンスの確実な実施について

( 5 ）熊野川流域景観計画の策定について

《別添資料》

・別添資料1 平成26年版成果レポート（案）（補足資料）

・別添資料2 熊野川流域景観計画（素案）［概要版］
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平成26年版成果レポート（案）

県土整備部主担当分抜粋

（施策の取組）

施策 11 2 治山・治水・海岸保全の推進

施策35 1 道路網・港湾整備の推進

施策35 3 快適な住まいまちづくり

（選択・集中プログラム）

緊急課題解決2 命と地域を支える道づくりプロジェクト

（行政運営の取組）

行政運営8 公共事業推進の支援



（峨11 2 （；台山治水間吋進

【主担当部局：県土整備部】

｜県民の皆さんとめざす姿 ｜ 

土砂災害、洪水、高潮、津波など自然災害からの被害を軽減させる 「減災Jの観点から、地域の実

情をふまえた施設整備や適切な維持管理が行われるとともに、県民の皆さんの主体的な警戒避難に資

する取組が進み、災害に対して安全・安心な社会づくりが進んでいます。

｜平成27年度末での到達巨標 ｜ 
自然災害から県民の皆さんの生命・財産を守るための対策に着実に取り組む中、近年の災害による

教訓をふまえ、緊急に対策が必要な施設の整備・改修や維持管理が行われているとともに、被害軽減

に向けた市町・住民への的確な水防情報の提供など警戒避難に資するソフト対策が充実しています。

進展度 A 

＊ （進んだ）

：全て．の指標で、平成 25年度目標値を達成しており、自然

判断理由！災害からの被害を軽減する取組が進んだことから、「進ん

iだJと判断しました。

【本進展度： A （進んだ）、 B （ある程度進んだ）、 c（あまり進まなかった）、 D C進まなかった）】

目標項目
の説明

26年度目標
値の考え方

活動指標

基本事業

11201 ・洪水防

止対策の推進

（県土整備部）

河川、砂防、海岸、治山事業により 自然災害から守られる人家数

27年度目標値達成に向け、過去の実績等を勘案して、 目標値を設定しました

l叩｜｜整備延長

朝国語量調罷醤彊臨竃覇
1~ぺ 4川判3.9kmI 1.00 I柑 4.1km I 464.3km I 
I 463.4km I 463.6km I 463.9km I レ／／し／／｜
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11202 土砂災
害対策の推進 土砂災害保全戸数

J 〆〆 ，ー守，

（県土整備部） 17β43戸 17,964戸

11203 海岸保

---------
285.3km 

全対策の推進 海岸整備延長
（県土整備部） 284.2km 285.6km 

11204 治山対山地災害保全集 ／ ／  
1,521 
集落

策の推進
（農林水産部） 落数 1,504 

集落

（配置人員）

2,651 

(294人〕

1,519 
集落

18, 100戸

2s6.3km I 

287.7km 

1,537 
集落 i

1,537 I 

集落

2、749

(299人）

1.00 

1.00 
288.Dkm I 288.4km 

1.00 

（単位司百万円）

際議議議議襲撃量産麟：！！ 1;,i11~~ Iii :1w1 11r111111t111~ ffilf~ ；：議議議
①紀伊半島大水害により被災した施設の復旧や再度災害を防止するための河川・道路等の改良復旧を

推進

②河川堆積土砂の撤去を進めるとともに、撤去箇所の優先度や実施方法の考え方を検討し、当該年度

の実施箇所や今後2年聞の実施候補箇所を市町と情報共有する仕組みを 3建設事務所で試行

③地震・津波による被害が懸念されるため‘河川堤防や海岸堤防について、空洞やひび割れのある脆

弱箇所の計画的な補強や耐震対策を推進するとともに、県北部の海抜ゼロメートル地帯における木

曽三川下流域の河川堤防や海岸堤防について耐震対策を推進

④河川堤防、急傾斜地崩壊防止施設等について、老朽化等の緊急点検を実施し、点検結果に基づき必

要となる対策を検討

⑤風水害や地震に対する安全性向上のため、河川・海岸・砂防施設の整備を推進。また、市町の警戒

避難体制の整備を支援するため、市町が作成するハザードマップの基礎資料となる浸水想定区域図

の提供や、土砂災害警戒区域等の指定などのソフト対策を推進

⑥農業用ため池や基幹的農業水利施設の耐震調査等を進め、必要となる補修や耐震対策等を検討し、

効果的・効率的な整備を推進。また、住民の避難行動を支援し、安全意識の向上を図るため、避難

路等をまとめたハザードマップ作成を促進

⑦治山対策について、紀伊半島大水害の災害復旧、山地災害危険地対策、機能の低下した保安林の整

備等を推進

⑧山地災害危険地区の情報を三重県地理情報システム（M-GI S）に掲載し、住民の警戒避難行動

を支援するための情報提供を推進
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①紀伊半島大水害により被災した公共土木施設災害復旧（原形復旧）については、平成 25年度に概

ね完成し、改良復旧についても進捗を図りました。引き続き、改良復旧について早期に完成できる

よう取組を進めることが必要です。また、平成 25年の台風 18号により被災した施設についても早

期復旧が必要です。

②河川の流下能力を回復し、洪水被害の防止、軽減を図るため、河川堆積土砂の撤去を進めるととも

に、撤去箇所の優先度や実施方法の考え方をもとに市町の意見を踏まえ選定した、当該年度の実施

箇所や今後2年間の実施候補箇所を市町と共有する仕組みを3建設事務所で試行しました。土砂撤

去が必要な河川が多く残っていることから、計画的かつ早急な撤去を進めることが必要です。

③地震・津波に対して壊れにくい構造とするため、河川堤防については、津波浸水予測区域内の脆弱

箇所 183箇所で対策を進める計画のもと、 25箇所で補強対策を進めました。海岸堤防については、

脆弱箇所 200箇所で対策を進める計画のもと、 150箇所で補強対策を進めました。引き続き、計画

的に補強対策を進めるとともに、河川改修や海岸高潮対策等に合わせた耐震対策を推進することが

必要で＝す。

④河川堤防、急傾斜地崩壊防止施設等について、老朽化等の緊急点検を実施しました。点検結果にも

とづき、緊急度に応じた対策に取り組むことが必要です。

⑤風水害や地震に対する安全性向上のため、河川・海岸・砂防施設の整備を推進しました。整備の必

要な箇所がまだ多く残っていることから、引き続きハード対策を進めるとともに、市町の警戒避難

体制の整備を支援するためのソフト対策のさらなる推進が必要です。

⑥農業用ため池や基幹的農業水利施設については、耐震調査に着手しました。引き続き、耐震調査を

推進し、調査結果にもとづいた補強や耐震対策を行うことが必要です。また、平成 25年の台風 18

号により被災した施設の早期復旧に向け、市町等と連携して、災害復旧事業を着実に進めていくこ

とが必要です。

⑦山地災害を防止するため、紀伊半島大水害の災害復旧、山地災害危険地対策、機能の低下した保安

林の整備等、治山対策を実施しています。平成 25年の台風 18号による山地災害の早期復旧や山地

災害危険地区における治山対策等の推進が必要です。

③山地災害危険地区の情報を三重県地理情報システム（M-GIS）に掲載しました。今後、掲載し

た山地災害危険地区の地図情報を広く県民に周知していくことが必要です。

襲魁纏漣鑓露草翠彊擁護離選輩盟麗霊感選麗麟狙撃議麓翠E議官畿続車審議麟輔盟麗盤護軍範盤鑓援滋混甑麟睡鴎

O①紀伊半島大水害により被災した施設の再度災害を防止するため、 j可道断面の拡大等を行う改良復旧

を引き続き進めます。また、平成 25年の台風 18号により被災した施設の復旧や、再度災害等に備

えた治水対策を進めます。

0②河川堆積土砂の撤去については、風水害の発生時に被害を拡大させる恐れがあることから、当該年

度の実施箇所や今後2年間の実施候補箇所を市町と共有しながら、より一層の取り組みを進めます。

O③地震・津波による被害が懸念されるため、河川堤防や海岸堤防について、空洞やひび割れのある脆

弱箇所の計画的な補強を行うとともに、南海トラフを震源域とする巨大地震の「津波避難対策特別

強化地域」の指定区域はもとより、県北部の海抜ゼロメートル地帯についても耐震対策を進めます。

特に海岸堤防において緊急に補強が必要な脆弱箇所（200箇所）については、対策を重点的に実施し、

「みえ県民力ビジョン・行動計画」の目標より l年早い平成 26年度中に完了できるよう取り組み

ます。また、河口部の大型水門等の耐震対策に着手します。
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0④河川堤防、急傾斜地崩壊防止施設等の緊急点検にもとづき、必要な箇所の緊急修繕を実施します。

あわせて、長寿命化計画に基づき予防保全が必要な施設の計画的な修繕・更新に取り組みます。

⑤河川｜・海岸・砂防施設については、引き続き施設整備を推進し、安全性の向上に努めます。また、

市町の警戒避難体制整備や住民の安全で的確な警戒避難行動を支援する情報について、引き続き、

分かりやすく、きめ細かな提供に努めます。

⑥農業用ため池や基幹的農業水利施設については、引き続き、耐震調査を推進し、計画的な補強や耐

震対策を行うとともに、浸水防止対策を進めます。また、平成 25年の台風 18号により被災した施

設について、市町等と連携して復旧に取り組みます。

⑦平成 25年の台風 18号による山地災害の早期復旧や山地災害危険地区における治山対策、保安林内

の森林整備等を進めます。

⑧山地災害への備えや避難行動に役立てていただけるよう、三重県地理情報システムに掲載した山地

災害危険地区の地図情報について、ホームページ、パンフレット等を活用し、県民への周知に努め

ます。

本「O」のついた項目は、平成 26年度に特に注力するポイン卜を示しています。

「
へ
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選滋臨緩開明問問一叩掴む

ゆ官B燃と近畿圏を結ぶ高速道路ネットワ…クが形完走されるなど、祭氏の皆さんω生活や地域の経済

活動会支える道路網や港湾の整備がi緩み、人と人、滋淡とi告奪支が力強く車産ばオL 芸員内外、海外との交

淡・主主携を広げています。

長郵

送半ばにある道路線・滋織のを段状に対し、県内外との交流・議事警に資する送路き華僑ベ手、大授を整地祭

発生への鶴えや柔軟な対応など、民監竣の新たな課題や県民の告をtさんの多様なニーズに的縫；こ対応する
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〈ある濃度進んだ）

進渓幾 i
＊ 

D （護主まなかった〕1c （あまり進まなかったλ

1.00 

i 自譲渡罰 ！線内の潟後務幹線道宮や濠轄区滋、県物駁滋路の新規に供湾した延長
！ の絞綴 ： 

1：·－－~－；－； …了~t議事；~.｛ j~j_ご苧委長瓦訂正云；議議2~6 j浴車需派；ム謀議神戸長浜線二一i再選議長老議説書争議JJ/TT-1
I 26年度問機 ！ I ；工 jパス口真言〉、集道主主久長寿皇室半民バイパス絡を新規供用することをめざし、閉ま壊後をき受注しま；
｜｛霞の考え1.i I ｜ ι眠 ！した。

60. 己主m

21.3km 72.5km 

15.3km 

0.3km 

I l泉民生活の事l
j便性の向上や
数竣の経済活
動等を支援す
る道路の萩綬
供用延長

LOO 

RV 

' l黒内の幹線i議擦

の務支建鉄ffl~主主義



35102 適切な

一間｜／｜道路の維持管理

（県土整備部）
指数 5.3 5.3 

35103 四日市 四日市港におけ 20万TEU
港の機能充実（雇 る外貿コンテナ

17万 18.3万
用経済部） 貨物の取扱量 TEU' TEU 

35104 県管理 1,503万
卜ン

港湾の機能充実
県管理港湾の入 (23年度）

（県土整備部）
港船舶総トン数 1,503万 1,475万

卜ン 卜ン
(22年度） (23年度）

（配置人員）

5.3 

22万丁目

19.4万
TEU 

1 .. 503万
卜ン

(24年度）

1,4 75万
卜ン

(24年度）

3 356 

旦旦ムi

1.00 

0.88 

0.98 

I 24万TEUI 26方 TEU

1,503万 1,503万
卜ン 卜ン

(25年度） (26年度）

（単位百万円）

E養護重量轍織機事長 fri~！ Ill 1111! liJ l"IM !II雲j ~ill 綴：：：雲
①災害時の復旧・復興を担うとともに、式年遷宮を契機とした県内外との交流・連携の促進に向けて、

新名神高速道路、東海環状自動車道、紀勢自動車道、熊野尾鷲道路等の高規格幹線道路、北勢バイ

パス、中勢バイパス等の直轄国道の整備促進や未事業化区間の早期事業化に向けた取組、これらに

アクセスする道路等の整備を推進

CZ:道路利用者の安全性や利便性の向上を目的に、緊急輸送道路宇等の県管理道路の整備を推進するとと

もに、道路防災総点検寧に基づく要対策箇所、落石・崩壊等の変状発生箇所における路線の重要度や

変状の状況による優先度を考慮した対策を計画的に実施。また、通学路における児童等の安全確保

を図るため、平成 24年度に実施した合同点検をふまえ、防護柵やラパーポール等の簡易対策につ

いて、地域との協議のうえ実施

③将来にわたって機能を充分発揮するよう、道路施設の長寿命化に向けて効率的かつ計画的に維持修

繕を行うとともに、式年遷宮に向け主要地周辺の修繕を実施。また、道路利用者や沿線住民等の津

波被害を軽減するための対策として、国や市町において設置されている海抜表示シートについて、

県管理道路への設置に向けた検討を実施。さらに、老朽化する道路施設を適正に維持管理するため、

従来の点検に加えてトンネル等の詳細な点検を実施し、その結果をふまえた対策を実施

④四日市港では、国道 23号への環境負荷増大の回避、貨物輸送の定時性・即時性の確保、災害時の

リダンダンシーの確保を図るため、臨港道路霞4号幹線の早期供用に向けて、事業主体の国と協力

し、引き続き地元関係者や関係機関との協議を実施。また、緊急時の物資輸送等に資する岸壁の耐

震整備のほか、海岸保全施設や上屋の耐震補強を推進。さらに、県や四日市市、民間企業等で構成

する四日市港利用促進協議会による四日市港セミナーの開催など、官民が連携したさらなる利用促

進に向けた取組を実施

⑤県管理港湾について、今後、更新を迎える施設が急増することから、計画的な維持管理を実施。ま

7 



た、物資輸送等の災害復興活動等に利用できるよう、臨港道路にある橋梁の耐震検討を進め、必要

な箇所について耐震対策を実施

①紀宝バイパス約！.6k皿が平成 25年6月に、第二伊勢道路約 7.6kmや、熊野尾鷲道路（三木里Ic 
～熊野大泊 IC）約 13.6k皿およびアクセスする県管理道路が平成 25年9月に、中勢バイパス（鈴

鹿市内の一部）約！.8kmや、紀勢自動車道（紀伊長島 IC～海山 IC）約 15.!kmが平成 26年3月

に供用開始しました。また、地域と一体となった固などへの粘り強い働きかけにより、熊野市大泊

町から新宮市聞については、地域の皆さんの声や学識経験者等の意見を踏まえ、平成 25年4月に

概ねのルートが決定されました。このうち、紀宝町から新宮市間約 2.4kmについては、新宮紀宝道

路（熊野川河口大橋（仮称）含む）として、平成 25年5月に新規事業化され、詳細なルートや構

造を決定するための地質調査や測量等の現地調査に着手しました。さらに、平成 26年度には熊野

市大泊町から熊野市久生屋町聞の約 6.7k皿が熊野道路として新規事業化されるなど、紀伊半島のミ

ッシングリンク本の解消に向け前進しました。なお、松阪多気バイパス（松阪市上川町）約 0.8km 

を平成 28年度、東海環状自動車道（大安 IC～東員 IC）約 6.lk皿および中勢バイパス（鈴鹿市

御薗町～津市河芸町三行）約 2.9kmを平成 30年度の開通予定とすることが、平成 26年4月に国か

ら新たに公表されました。

②県管理道路において、緊急輸送道路整備や道路防災対策等を進めています。また、平成 24年度に

実施した通学路の合同点検の結果をふまえ、防護柵やラバーポール等の簡易対策を実施しています。

道半ばにある道路網の現状に対し、道路利用者が安全・安心に通行でき、県内外との交流・連携に

資するとともに、大規模災害等に備えた道路整備をさらに推進する必要があります。

③式年遷宮に向け、外宮と内宮を結ぶ県道伊勢磯部線や伊勢と鳥羽を結ぶ国道42号の一部区間等につ

いて舗装修繕を実施し、走行性や安全性の向上が図られました。また、海抜表示シートの県管理道

路への設置に向け、市町との調整のもと設置方針の策定に取り組みました。さらに、老朽化する道

路施設を適切に維持管理するために長寿命化修繕計画等に基づく道路施設の修繕、橋梁やトンネル

等の点検を推進しています。加えて、円滑な道路管理を促進し、道路インフラの予防保全・老朽化

対策の体制強化を図るための「三重県道路インフラメンテナンス協議会」を平成26年3月に開催し、

技術基準の共有や市町への支援などに取り組んでいくことを確認しました。引き続き、道路施設を

適正に維持管理する必要があります。

④四日市港においては、臨港道路霞4号幹線について、天カ須賀工業団地地先や111越緑地公園内の橋

梁下部主の工事を進めました。また、 15号岸壁の耐震強化整備について、グラウンドアンカー工等

の工事を進めたほか、海岸保全施設や上屋の耐震化等に取り組みました。さらに、四日市、大阪、

東京、マレーシアにおいて、四日市港利用促進協議会による四日市港セミナーを開催しました。背

後圏産業の国際競争力強化を物流面から支えるため、臨港道路等施設の早期整備や、四日市港のさ

らなる利用促進を図るため、国内外の企業に対し、より一層のポートセールスを行っていく必要が

あります。

⑤港湾利用者や地域の安全・安心を向上させるために、津松阪港（大口地区）および宇治山田港にお

いて、老朽化した港湾施設の補修工事を進めています。また長島港の江ノ浦大橋について、耐震対

策が必要であることから、詳細設計を進めています。港湾は、県民生活の安全・安心の確保および

地域経済の活性化、発展に不可欠なものであることから、今後とも、港湾施設を適切に整備、維持

管理する必要があります。また、大規模地震発生時の輸送路を確保するため、臨港道路の橋梁につ

いて、耐震検討・対策が必要です。

ε 
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O①県内外との交流・連携を広げ、大規模災害に備えた道路ネットワークの早期整備を目指し、新名神

高速道路、東海環状自動車道、北勢バイパス、中勢バイパス等の整備促進を図るとともに、これら

と一体となって道路ネットワークを形成する県管理道路の計画的な整備を推進します。特に、平成

26年度の供用開始予定となっている、北勢バイパス（四日市市内の一部）、中勢バイパス（津市内の

一部）、国道260号錦峠等の整備促進を図るとともに、県管理道路の整備を推進します。また、紀伊

半島のミッシングリンク解消に向け、「新たな命の道」として熊野尾鷲道路（II期）および新宮紀宝

道路、熊野道路の整備促進を図るとともに、未事業化区間（熊野 Ic （仮称）～紀宝 Ic （仮称））
の早期事業化に取り組みます。

0②緊急輸送道路整備を、重点的かつ効率的に推進していくとともに、法面からの落石等の被害を未然

に防止し、道路利用者の安全な通行を確保するために、路線の重要度や、変状の程度による優先度

を考慮した道路防災対策を計画的に実施していきます。また、さらなる通学児童等の安全確保に向

け、通学路の合同点検結果に基づき引き続き対策が必要な箇所において、早期の対策実施に努める

とともに、既存の道路等における歩行空間の整備等を進めていきます。

。③道路施設が将来にわたって機能を充分発揮し、道路利用者の安全・安心を確保するため、緊急点検

を平成26年度に完了するとともに、緊急点検で確認した損傷箇所のうち、緊急に対応すべきものに

ついて修繕を行います。また、海抜表示シートについて、市町と調整のもと、設置方針を策定のう

え、県管理道路への設置を順次進めます。さらに、トンネル、横断歩道橋については、予防保全的

な観点で長寿命化計画の策定を進めるとともに、計画的な修繕・更新に取り組みます。加えて、「三

重県道路インフラメンテナンス協議会」を開催し、すべての道路管理者が参加して意見調整・情報

共有を行い、点検や修繕計画等について連携・協力し、道路インフラの予防保全・老朽化対策体制

の強化を図ります。

④四日市港においては、引き続き、臨港道路霞4号幹線の早期供用に向けて整備促進を図り、また、

耐震強化岸壁について平成26年度内の完成をめざすほか、海岸保全施設や上屋の耐震補強等を引き

続き推進するとともに、国内外の企業に対しポートセールスを行い、四日市港のさらなる利用促進

を図っていきます。

⑤県管理港湾について、今後、港湾施設が求められる機能を確保するよう、必要な箇所の緊急修繕を

実施します。臨港道路の橋梁について、予防保全的な観点で長寿命化計画を策定し、適切に維持管

理を実施するとともに、また、物資輸送などの災害復興活動等に利用できるよう、橋梁の耐震検討

を進め、必要な箇所について耐震対策を実施します。

本「OJのついた項目は、平成 26年度に特にj主力するポイン卜を示しています。
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（蹴35 3 く快適な低いまち幻

【主担当部局県土整備部】

蔀購議譲事盟購灘嘩購認慰霊議麗握麗艶輔麗醤櫨離掻麗濁磁灘襲欝蕗艶漉器額郵麟艶麗艶富購麗麗寵購鄭麗顕劉

人口減少・超高齢社会に対応した集約型都市構造＊（コンパクトなまちづくり）の構築が進むととも

に、都市基盤の整備やゆとりある住まいづくりが行われるなど、県民の皆さんと共に、住まいやまち

づくりのことを考え、地域の個性を生かした魅力あるまちで、誰もが自由に活動し、快適に暮らして

います。

鞠翻鶴聾輯麓鰹璽麓輯饗麟騒騒鶴轟轟轟轟轟轟轟鱒鱒轟輯輯鱒
これまで進めてきた安全・快適な都市環境を形成するための基盤整備、地域の個性を生かした景観

形成やユニバーサルデザインに配慮した施設整備、安全安心で豊かな住環境の整備の取組に加え、都

市計画区域の見直しなど集約型都市構造の形成につながる土地利用促進の取組が進むことにより、誰

もが魅力を感じ、快適な住まいまちづくりが進んでいます。

進展度 l B 

本 ［ （ある程度進んだ）

！県民指標は目標値を上回ったものの、活動指標について

！は目標値に達していない事業があることから、「ある程度

i進んだ」と判断しました。

Iホ進展度 A （進んだ）、 B （ある程度進んだ）、 c（あまり進まなかったに D （進まなかった）】

目標項目 ｜集約型都市構造（コンパクトなまちづくり）の形成につながる土地利用を促進する取組（都
の説明 ｜市計画制度による土地利用の規制や誘導等）が行われている都市計画区域の数

26年度目標 I 25年度実績値を踏まえ、新たな土地利用規制が想定される区域を加え、 9区域と設定しま
値の考え方 ！した。
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568% 

LOO 
32終31件

31 1ヰ

53告%

市町、燃が号制定
したf量級に関す
る条例毒事の件数
（累計）

35305 参夜と
主主義語による景観
家ちづくザの推
進〈良之繋備部〉 32件30 イキ； 

4 121 

1,019 

( 11 3人）

会人口議案少・総長選議事干上手きに対応した集約型都市機立をの形成、災蜜；こ号室いまちづくりの事務総さをtfらに進

めるため、議事的言十泌阪城マスタープラン車 i::J基づ祭、没後初滞緩総書事により適：i：とな；土地手l)ffl~促進。

また、市長野地撃さ苦情や鉄道と道路の立体交羨化等により者irち盗塁塁盗｛藷を推進

②ユニ）＇＼－ サルデザインに配慮したまちづくりに尚行、三三室窓際二工こ二パーサルデザインのまちづくり捻

進条例の整備2基準lこ義母食する際襲撃施設等のうち$~還のあったものに対して適合証を交付するととふ

l士、鉄道駅舎毒事♂）｝ ~IJ 7 71）一

J T己囚臼市悪Rl

③地域における多様な後影ニニーえに対応するための基本方針と路実質後三去すト三2霊祭往生活基本計務勺

に基づき、耐久性や議こζ7手役毒事会綴えた長期優良住宅ホの認定.'fir＆や、イ主考2セーフティネット主主係

改〉耳文総（蕊窓会ぎ必要な方じり入絞そを粉、まない賃貸住宅登録制度のi援隊、双飲食忽くら供給、災害時住宅

支援の手本憲ljづくり）等を推進

傍若ぞきなvどまさ心えよ建築物の確保l之内け、主義喜義援を修ままに基づき、不特定多数の後会t添JJ脅する既存建築物を

対象之ごした車保持保全の適合状況を把謀議するための定議報告の審査や設さ災淡淡毒事会実施。また、新築

緩め幾多義物：之対する中間検査及び完了主主絞れ軽量夜型事向上i二取りま呈むとともに道違反主主築物に対する是

を実施

⑤地域の側敗者E件、かした魅力ii';る愛媛まちづくりに肉け可景観づくりに取り飢む？打開J7<l::5支援すると

ともに、ミミ滋i祭主語綴計闘に基づく潟辺索綴と露関車到した建築物への誘導や、熊野川流緩め疑義翼線全の

ための妥十滅後主主に向。えこ童文総のほか、住民との協｛織による熊野市木本海岸堤訪での修室愛媛！路、議室反

屋外広絞殺JilH受託の英文総会主寝室主



＠平成 25年5Jl 18およ祭営熊野灘臨海公園にで第 24閉会関：みどりの愛主要j のつどいを襲警後ずるこ

とで有者喜子転車違化やまま療がなす主いのある住みよい線機づくりの意識の高携を図るととを〉に後手議絞め嫁

カミ士会関iご多華僑

d葬滋

くじ人口減少・超店主齢社会iこ対応した災総連立総rlf主義造の形成に向け、都市費十関］徽j阪による土地利用の幾

おiや誘導等に取り組むほか、量失よ震とi議絡の立体交差化等書£r吉基盤(7)！装備会話道路しています。一方、

溺評議トラフを震源域とする阪大地議案。）絡波綬水区域内（［）務総i患では、；i貌露畿・津波災空警に強い都市構

洛（！）形成が課題となってい

＠滋当主主主設等必パリアフリー化については、民間における施設空襲織がめび綴んだことからB標｛陳さそ下

凶りました。今後、警護綴3器禁容にi議合する焔殺を増やすために、二ユニバーサルデザインに対する専事業

者、設計者I})~禁解そを採ることが必要主です。

また、バリアフリ…ままく議案儀委号、罪事主著者等の移動理事の内徽イむの促i畿に関する法律）の基本コぢ童十；こ慕

づき、段禁解泌さ事がされていない鉄道駅等のバリアブ 1）…化後関る必要がありますc

cr長期優良住吉むの事事3えそt発進するほか、高齢者や襲撃がい♂骨子、低所得寺普毒事の住宅確保要配慮者への緩校

支援、地幾毒事大綴率見災答H寺の住宅支援体綴づくりなど、住可さセ…ブテイネットの構築i二級り議院む必

要があり淡ず。

＠安fまでまやむな幾多築物の磯保に向け、特殊建築物（！）／主翼見事霊祭号Ill主（！）徹底を図るとともに、議室f記建委築物

そE実施していますc 逮＆建築物公害援会話さtさないた路、竣工時におけるヲモア検まを持活等の

向上が淡襲撃となっています。

若手rliム様子の繁義発行欽団体，，の移行に｜占jけた耳k来日交授の給然、 王手成 25年7Jヨi之容泰子告がま変養護行政図体にな
り殺したむ式年選答を契機Iこ多ぐの淡託方殺すそを迎える中、景観づくりに殺り去最む市防とこの連携や、

三三室長l然厳義発計画t＝基づく良好な祭綴への鋭意事などにより、地域（［）個性愛生かした後綴づくりを進め

る必主要があります。

CCI鉄道と道路の立体うどま菱化喜多殺の機運去や、土地区画整湾事業による$街納務備の促進とともに、土封責

務）！＇容の規制や誘導により、 3義約課望者五千行機造の形成を道主主主~ず。己主丈とも織委譲・主幹j皮災害に強い都市計

函を進めるため可術開T<1ニ；蕊見交換しながら f三重要美総意義津波対策総市街綴指針（仮称）Jの策定に

若手するほか、市町I匂け五月~j集会を実施する等の取綴そそ返さきち

②商業施設毒事！］）バリアツリ…化を進めるため、各建設毒事務所、各市灘JCひ主主おいでの指導に飢え、 L終ホー

ムペ、ジによる広殺害事勺、ユニバーサルデザインについて、主主設整綴関係者へ局長話するととた

交通事業者が行う義疑念畿のバリアフリー化を支援しJ* 
。③長期優良住者三ゃう認、主主や住宅セ‘ーフテイネットの4博多誕契約こ絞り組みます。特iこ災袋持伎浴支援におい

ては、 3司然閲手本ごことを＇Iこ、災害雲寺住宅支援の基礎的な枠縦みの構築を長寄り＊す。

＠：特殊幾多築物の買を期報告の未報告審；二女Jふ殺り緩いj続線等を継続するほか、完了検資導誌の向上に努

め

O＠熊野泳法！l:tJ±界五量産業主録 10周年をラ号機三二 ま設緩づくりに取り組む市町への3主主接、際競綴誇十｝謝；；之

く！潟ill景観と調和した建築物へのi秀選卒、熊野｝丹波発去の景観保全むための妥十闘普賢主主lこ取り組むほ

か、公共事業実施時の景観配慮のf主総みてゴくり、違反屋外広告物(J)f_設立、熊野市氷水地iz:における

ちづくり事業の捻滋など、地主義の級殺さを生かした魅力遣うる繁華望家ちづくりの取総を進めます。

* roJのついた磯回！立、平成 26年度に特！こj主力するポイントを示しています。
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繋懇諜鑓欝；夫2 命と地域そ支える遊づくりプロジェクト

【主担当部局‘燦こ仁務備部】

社会慕豊富である紛線道路等の整備を進めることにより、大綴模地震や異常気象による袋小淡溺等tJ)

自然災害の望号威；こ対して地主主の安全 e 安心を支えるとともに、 ~t .中部地域の主主業、関泌総峻r)）綴光

など地域の今あるtJを生かした新しい三三重づくりが滋んでミい荻す。

進濃度

i幹線道路毒事の慾儀後進めたことにより、地域のま2
l全・安心が害警まるとともに、地域間の交流・連携が

半I］断理由 i進みました。なt号、玉事長支25年度供思開始毘擦として

iいた道路について、家主主26年5月までに全て供用開

i始したことなどから f滋んだj と判断しました。

【ホ滋幾度泊 A （進んだ）、巳（ある平議後遂んだ〉、 c（あまり進まなかった）、ひ（進まなかった）］

メ入

＊ （土産んだ）

呂穣項尽 ！ 
の説明 I 

一年度開じんイパi；一一；，－~－~遂 2対側、一一一新規制するζとをめ
値の考え方 ｜ざし、 E抗議後恋愛愛乏しました。

の務総箔幹線道怠元や主要な蕊事喜怒支室、土議名義主義主義柊送路ヘアウセス道路の供周波祭

？； 
lttと3警護議凶 を発準
決するために

2 rt由主義在
える走塁づくりに
向けた滋賀設l安

解決するために

命を支える道の
供用延長 I LOO 

87.3km 

選る～
え
言
文

支
廷

を
汚

竣
＆
い

池
の

31.3km i 42.9km 
0.95 

313km ! 

14 



予算額等

一一一－－ 占弔問脇田鹿間開宿題居師棚田踊醐圃醐鶴田静開園田一宿一－園田糧問－四戸一－－留置.........，.....一時間四一一旬匂舗舗健一一一一一一一切－叩唖Z輔癒

陸軍磁慈鐙臨襲議題聾離車蝦畿欝纏甑麗旗揚縁麟轍轍編議議議綴議議議纏顕罷器識鶴癒議離縁輯鶴購輔纏額欄

①災害時の復旧・復興を担うとともに、式年遷宮を契機とした県内外との交流・連携の促進に向け、

平成 25年度の供用開始予定となっていた紀勢自動車道、熊野尾鷲道路、紀宝バイパス、第二伊勢道

路や四日市湯の山道路の整備を進めるとともに、これらに合わせて供用するアクセス道路等の整備

を推進。また、交通需要への対応と交通渋滞の解消および、災害時の緊急輸送や代替ルートの確保

に向け、新名神高速道路、東海環状自動車道、北勢バイパスや中勢バイパス等の整備促進を図ると

ともに、これらと合わせ幹線道路を形成する県管理道路の整備、桑名東部拡幅の伊勢大橋架け替え

関連の工事着手に向けた取組などを推進

②地域の理解・協力のもと、関係機関と連携・協力を図り、北勢バイパスの未事業化区間の早期事業

化に向けた取組や、地域高規格道路の都市計画決定や事業化に向けた調査・検討など、新たな道路

網の構築に向けた取組や検討を推進

③紀伊半島のミッシングリンク孝の解消を目指し、市町や地域住民をはじめ関係者と一体となって熊野

市大泊町以南の未事業化区間の早期事業化に向けた取組を推進

臨顕湿盤醐謹輔轍護職議嘉蔵績優翠轟鶴翻蕗議議購鰭蹟輯揖宿麗職議顕蹟鰻醤甑麗顕麗醤蹟醤磁磁

①紀宝バイパスについては、全長 4.5k皿のうち米供用区間であった約 I.6kmが平成 25年6月 16日に

供用開始したことにより、全線供用しました。第二伊勢道路約 7.6kmについては、式年遷宮までの

供用開始を目標に整備を進め、平成 25年9月 14日に供用開始しました。熊野尾鷲道路の三木里I

Cから熊野大泊 IC聞の約 13.6k皿およびそのアクセス道路の県道賀田港中山線、県道新鹿佐渡線が

平成 25年9月 29日に供用開始し、尾鷲南 ICから熊野大泊 IC間約 18.6回全線供用しました。中

勢バイパスについては、平成 26年度供用開始目標としていた鈴鹿（稲生）工区（鈴鹿市野町～稲生

町）の約 I.8kmが平成 26年3月 23日に供用開始しました。紀勢自動車道については、国および中

日本高速道路（株）にて整備を進め、最終区間となった紀伊長島 ICから海山 IC聞の約 15.!kmが平

成 26年3月 30日に供用開始し、勢和多気Jc Tから尾鷲北 IC聞の約 55.3回全線供用しました。

これらの供用開始により地域相互間の交流・連携が促進されるとともに、救急医療活動の支援や、

大規模災害時などの代替ルートが確保されるなど、地域の安全・安心が高まりました。

新名神高速道路については、四日市Jc Tから四日市北Jc T聞は平成 27年度供用開始目標に向け

j順調に工事が進捗しており、また、四日市北Jc Tから亀山西Jc T聞は平成 30年度の全線供用開

始に向けトンネル工事に本格的に着手しました。東海環状自動車道については、四日市北Jc Tか

ら東員 IC聞は平成 27年度供用開始目標に向け順調に工事が進捗しており、また、東員 ICから北

勢IC聞は平成 32年度の全線供用開始に向け工事に本格的に着手するとともに、北勢 ICから岐阜

県境までの用地取得を開始し、平成 26年度からは閏等と連携して県も用地取得を行うこととしまし

た。桑名東部拡幅については、伊勢大橋架け替え関連の工事に着手し、四日市湯の山道路の高角 I

Cから県道四日市菰野大安線（通称．ミルクロード）間約 4.4k皿が平成 26年5月 24日に供用開始

し、平成 25年度目標値を達成するなど、県内の道路整備は着実に進捗が図られています。なお、東

海環状自動車道（大安 IC～東員 IC）約 6.!kmおよび、中勢バイパス（鈴鹿市御薗町～津市河芸町

三行）約 2.9kmを平成 30年度開通予定とすることが、平成 26年4月に国から新たに公表されまし

た。

県内の幹線道路網の整備は道半ばにあり、自然災害の脅威は今後一層深刻化することが予測される
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中、治主義江〉後三~ .安心な支える幹線道路号事の設備がJ訟がれています。また、~滋渋滞がま震波してい

る羽生去にまさし、重義務ずる主筆業や魅力ある観光tJ.どt自滅の今あるカをf言語、した三三議づぐりを交える続

線道路線の草案撃警が求きちられています。

②閣や関｛孫娘・ 7合商工毒事と連携して、災警警華寺などにおける道路の必要性などを餓えらためのシンボジウ

ム(J)日開鍛え主どにより、整｛策機還をを重量りょげるとともに、鈴鹿亀山道路の都市対話鋳tたまさに向けた検討

や、 4"i神~阪連；絡道路の事言葉イとに向けた後泌さを進めました。特iこ、鈴鹿亀山道霊協については、「有識

や、国・中日本高速i霊長義｛然）・ 3終・会会話霊前・亀山市で構成する「検討会J、終E誌の皆さん

からi副長ご意見を伺うための 100人協議議会j を新たに設霊童するなど、；卒；織的lこ翻蕊・検討を進め

した。引き続き、新たな道路網の機3おこ向けた取穏や主義務会~，必要警です。

会主監主主と一体となった阪などへの粘り強い働きかりにより、費量雲？？舎大治的から葺i1言rP間については、

t世主義の皆さんの声や者評論議室験務当事の意見を踏まえ、平成25年益”に名義ね(J)))t－トが決定されました。

このうち、事Eさ玄襲7から議庁3葉市関約2.4kmについては、新潟車巴さ設滋主義（食事草子)JI河口大第｛仮称｝会む）

として、平成 25年5｝ヨ；之新主義卒業化苫れ、詳細なルートや機五をそ淡主主するための主主実務遊べ予測聖堂考察

の現地調査に替手しました。さらに、平成 26年度には青島聖子市大治町会から熊野市久生E量的燃の約五＇ 71匂

が熊野道路として新主義務業イじされるなど、紀伊半差言語！〕ミッシングリンクの解消にi品｝け両者遂しまし

今後とも、来泰一署長t{t(g,閉め総望号事業化に向けた詩文組合1必要警つ？？。

CD大去患者築；it惨などから県民の命と暮らしを守り、5長率議9ミ己主安楽や魅力ある観光など地域後五支えるため、

新名簿~等llll.i遊撃語、策託手環状自動車道右 ~t望号、パイパス、£争奪3・バイパスや桑名東部拡綴（伊勢大橋）等

の霊討議後途変隠るとともに、これらと♂体となった淡路太ットワークの形成に向けたi築後1車道路の

言葉i絞殺争奪芸ましますの特に、平成 26 年度のt深刻開始予定となっている、 ~t勢パイパス｛凶阪市市議坂

町めTlJi議議後1号去最～回BTP市山之一色町のTlJi萱臼永八郷線）、中努パイパス｛機筋撃手EB(J)＼悪送家所

側j綴字評家主義憲豪～津市高茶屋小森皆J(i)悶滋 165干す）、閲i首260号錦j曜の棄さ綴俊足きそをEおるとと毛〉；こ、関連

？とおま宅管線道路や県道ネ寺戸祭事ミ議議議ぬ警護イ絡な十政進しますo

＠.新たな巡路網の構築iこ！和久北警告もバイパスめ来事業化区間の早期務様化iこ向けた取組や鈴鹿亀LlJ遂

絡をはじめとする地域謀議幾絡滋絞め総鐙・検討などを進めま·9。また、不自主 33 年0）~議民体育大会問

終に向け、会場へのアクセニえな向上させる送路整緩や会場潟j立における道路球続づ〈り（歩道整備、

道路標識の設置、舗装4参事番号事〉について、国や市重工宅事三二連襲撃し検議すさと滋めま？。
＠地域の悲霊童でもある紀伊学長訟のミッシシグリンク解消に向け、？新？とえよ命の遊4 として熊野尾緩道路

〈立類〉および新t主義己努＆＇.i波路、熊野道路の整備促進を図るとと込；こ、ヨ長率業化区間（熊野Ic （仮
軍事｝～議：＇.'.:liI C （絞豹：））の黒潮害事業化に向けた取組さと後延長し＊す。

ι
L
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（行政運営8 〈公共事業推進の支援

【主担当部局県土整備部】

公共事業の実施プロセスの公正性・透明性を確保し、事業を適正に実施することにより、県民の皆

さんの公共事業への信頼感が向上していることをめざします。

離翻麓盤欝聾欝欝鱒轍醸輯鱒麟麟鶴輯離購輯麟麟鶴鱒輯轟轟轟鱒鱒轟轟轟
これまで進めてきた公共事業の再評価、事後評価の適切な実施、事業情報の県民の皆さんへの提供

と有効活用等を進める取組に加え、地域の建設業者の地域・社会貢献の取組などを評価し、優良な企業

が受注できるような入札制度の運用等に取り組むことにより、公共事業が適正に運営されていることを

めざします。

覇麟鱒聾韓轄輯聾聾聾輯鱒購轍輔購輔輔轟轟輯輯轟轟輔輯輯輯輯輔轟轟轟輯

進展度 A 

本 （進んだ）

i公共事業評価システム本を適切に運用するとともに、企業

判断理由 iにおける地域 社会貢献への取組が進むなど、全ての目
i標値を達成したことから、「進んだ」と判断しました。

［＊進展度 A C進んだ）、 B（ある程度進んだ）、 c（あまり進まなかった）、 D（進まなかった）】

目標項目
の説明

26年度目標
値の考え方

40801 公共事
業の適正な執
行管理（県土整
備部）

公共事業評価制度において、「三重県公共事業評価審査委員会Jで審査を受け妥当とされた割
合と総合評価方式＊の入札において、地域・社会貢献の取組実績がある企業が受注した件数の

割合の平均値

これまでの実績と今後の審査取組の見通しを勘案し、「県の活動指標」である「公共事業再
評価ー事後評価達成度」と「受注者の地域ー社会貢献度Jの平成26年度の平均値を 96.2%
として目標に設定しました白

公共事業再評
価事後評価達
成度
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域地

度
の
献

者

貢
注

会

受

社

事
た
り

＋－、

zs

／、
1
j

似

す

づ

部

主
－
刊
備

円
以
船
山
附
笠

引
を
の
は

虻

業

め

ゆ

92.8% I 93.6% 
1.00 

92.1 % I 97.3% I 97.7% 

（単位：百万円）

（配置人員）

3 130 

1,614 

(179人）

4 631 

1 646 

( 179人）

｜平成 25年度の取組概要 ｜ 

① 「三重県建設産業活性化プランJ，に定める将来ビジョン「技術力を持ち地域に貢献できる建設業」

の実現に向けて、建設業界と県の連携のもと、技術力向上のための表彰制度の検討、地域貢献でき

る企業の存続や経営基盤の強化のための発注標準の見直しなど、優先的に進める取組を着実に実施

②公共事業評価については、事前評価・再評価及び事後評価を実施し、公共事業の実施プロセスの透

明性を確保

③C ALS/E C本（公共事業支援統合情報システム）については、電子調達システムをはじめとする

各システムの安定運用を確保。このうち，電子調達システムについて、入札業務の効率化とコスト

縮減を図るため、平成 26年度中の運用開始に向けて公共事業と物件等を統合した新たなシステム

の構築作業を実施

④総合評価方式については、受注者及び発注者の意見を聞きながら、事務手続きの簡素化、審査及び

評価の公正性・透明性向上などの観点から作成した評価項目、評価基準にかかる見直し案を踏まえ、

試行を実施

⑤入札契約事務手続きについては、入札等監視委員会に諮るなど事務の適正を確保。公共工事の適正

で円滑な執行を支援するため、 2年間の事業実施手順を明確にした「2年間実施工程表」の仕組み

を構築

⑤予定価格の算定については、実勢を踏まえた設計労務単価や建設資材単価となるよう、単価の臨時

改訂を適切に実施。また、請負代金額の変更については、契約後の資材や労務費の高騰などの変動

に対し円滑に対応できるよう、スライド条項の運用要件を制定

｜平成 25年度の成果と残された課題（評価結果）

①「三重県建設産業活性化プランJの推進については、建設業界と県との聞で、現在の取組状況や今

後重点的に取り組む事項などについて協議する場を設けました。今後も、技術力を持ち地域に貢献

できる建設業の実現に向けて、若年者の雇用や人材育成、災害時の安全・安心の確保、入札契約制

度の改善など 「三重県建設産業活性化プラン」に基づいた取組を着実に実施することが必要です。

②公共事業の実施プロセスの透明性を確保するため、公共事業評価システムの運用を行っています。

透明性の確保及び向上のために、評価内容について、 一層分かりやすい説明に努める必要がありま

す。

③公共事業と物件等を統合する新たな電子調達システムのうち、公共事業に関する部分を平成 26年
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4月から先行して運用を開始します。物件等に関する部分については、平成 26年度中に運用開始

できるよう、引き続き、構築を進める必要があります。また、新たなシステムが円滑に運用される

ように対応する必要があります。

④総合評価方式については、土木一式工事において見直し案を踏まえた試行に着手しました。今後、

試行の検証等を行い、地域・社会に貢献し、技術力を持った企業が受注できるよう新制度への移行

を進めていく必要があります。また、橋梁等の専門工事についても引き続き課題の整理を行い、見

直し内容等の検討を進めていく必要があります。

⑤入札契約事務手続きのうち事故繰越案件について、入札等監視委員会などにより確認を受けました。

「2年間実施工程表」を適切に運用することにより、事業実施手順の適正を確保することが必要で

す。

⑥設計労務単価及び建設資材単価の臨時改訂を実施し、実勢を踏まえた適正な予定価格を設定しまし

た。また、スライド条項を運用し、受注者からの申請に応じて請負代金額の変更ができることとし

ました。今後も、予定価格の算定等について、適切に対応する必要があります。

題震調幡鍛臨調理轍量態語翻華街綴麹車型掃海5麟話語藤襲警離諮問醐議題蜜鐸離l韓親鼠磁路盤醜盟強醜悪襲

。①「三重県建設産業活性化プランj については、建設業界と連携し、技術力を持ち地域に貢献できる

建設業の育成を目指して着実に実施します。特に、建設業における若年者の人材確保や育成が課題

となっていることから、国の雇用対策事業を活用して、若年者の入職促進や人材育成を図る取組を

支援します。

。②公共事業の評価については、マニュアルに定められた定量的な効果だけでなく、周辺環境への影響

など定性的な効果についても、より分かりやすく説明できるよう取り組みます。

cr公共事業と物件等を統合する新たな電子調達システムについては、運用開始後、円滑に運用される

ょう、システムを利用する多くの受発注者への周知や研修などに取り組みます。

0④総合評価方式については、土木一式工事における試行の検証や橋梁等の専門工事における課題の整

理に引き続き取り組み、評価項目、評価基準等の見直しをさらに進めます。

⑤入札契約事務手続きについては、入札等監視委員会などの確認を受けるなど、事務の適正を図りま

す。また、「2年間実施工程表」の活用により、計画的な事業実施と手順の適正に向けて取り組み

ます。

⑤契約金額の適正化のため、実勢を踏まえた設計単価による予定価格の算定や、契約後の資材や労務

費の高騰などの変動に対応するスライド条項の適用等による請負代金額の変更を行うことで、円滑

な施工確保に向けた取組を図ります。

本「O」のついた項目は、平成 26年度に特に注力するポイン卜を示しています。
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三重県建設産業活性化プランの取組について

1 策定趣旨と建設業の扶況

地域の建設業は、良質な社会資本の整備、災害時等の安全・安心や地域の雇用

の確保など、重要な役割を担っています。

しかしながら、建設投資の減少に伴い受注競争が激化するなど、建設業を取り

巻く経営環境は非常に厳しくなり、その活力をなくしてきていたため、工事の品

質低下への懸念、災害等の緊急対応への不安、また、地域経済への影響などが課

題となっていました。

そこで、建設業界と三重県が一体となって協議を進め、平成 24年 3月に、建

設産業の活性化に向け、その実現のための取組を、「三重県建設産業活性化プラ

ン」としてまとめました。（取組期間 平成24年度～平成27年度の4年間）

本プランに基づく取組により、落札率の上昇や低入札発生率の低下など一部改

善が見られるものの、平成 26年度三重県公共事業予算が本プラン策定時の平成

2 3年度の予算と同程度であることや、平成25年の建設業の倒産件数が産業別

倒産件数の 25%と最も多いことから、建設産業を取り巻く環境は依然として厳

しい状況です。

引き続き、地域の建設業が元気を回復し、県民が安全に安心して住むことがで

きる災害に強い県土をつくるため、県と建設業界が共に力をあわせて、「三重県

建設産業活性化プラン」の取組を実施していきます。

2 プランの栂要

「三重県建設産業活性化プラン」では、三重県の建設業の将来ピジョンを「妓

術力を持ち地域に貢献できる建設業～確かな技術で地域に必要とされ未来に存

続する～」とし、本プラン実現のため、「技術力」、「地域貢献」、「経営力」の3

つをキーワードとして、 8つの取組を設け、建設業界と三重県がそれぞれの役割

分担のもと、共に力を合わせて建設産業の活性化に向けて取り組んで、います。

3 平成25年度、平成26年度の取組

平成25年度の主な取組は、技術力を持った企業の活用の取組として、優良施

工企業と優良技術者の表彰制度の検討や、適切な積算による入札の取組として、

低入札調査基準価格の見直し、実勢を踏まえた適玉な予定価格となるよう設計単

価の改訂などに取り組んで、きました。

平成26年度は、優れた人材確保・育成の取組として、建設業理解のための情

報提供の充実、建設業への若年労働者の入職促進と人材育成支援や、地域に貢献
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できる企業の存続の取組として、社会保険未加入対策などに取り組んでいきます。

なお、本プランの最終年度である平成27年度に向けて、これまで、の取組の成

果と残された課題について検証を行っていきます。
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代コ
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［取組1 継続的峨術力の維持向上

取 組 項 目と 主な取組

品質確保のための技術力向上
・研修の充実

技術力を持った企業の活用
・施工実績・工事成績評定点による企業選定
・優良施工企業の活用

［取組2 優れた人材の確保・育成

取組項目と主な取組

新規就業者の確保
。建設業理解のための情報提供

若手技術者の育成と技術釆継
・若手技術者の活用

［取組3 受発注者聞の連携強化

取組項目と主な取組

受発注者聞のコミュニケーション向上
・設計変更の適正化

CALS/ECの推進
。電子化の推進に向けた取組

技 術 力
一銭術力の向上・承継 ー

平成 25年度の取組

・ニ重県建設技術センターの研修において、発注者だけでなく受注者
（民間）も対象とする研修を実施。（17件受注者145名参加）

・研修に参加した受注者の意見を反映し、平成26年度の研修計画に
受注者が参加できる研修を唱。（1件追加）

－企業の技術力を重視するため、総合評価方式の評価項目に「企業
の工事実績Jを追加した方式を試行。（試行件数14件）

－総合評価方式における工事成績の評価方法について、企業の努力
がよりE確に反映されるよう直線的評価を実施。 （評価件数173件）

・公共事業の縮小により、工事成績点を有しない建設業者の増加に
備えるため、工事成績の対象期間の延長を検討。

・優良施工企業と優良技術者の表彰制度の検討。

平成 25年度の取組

・建訟技術フェア（10月）、 土木の日親子ふれあい見学会（11月）、ブレ
三重県民大縁会（12月）などで建設業の役割、土木技術や建設現場
を紹介。

－報道機関に現場見学会（矢頭トンネル：高校生30名参加、遊木トンネ
ル：小学生23名参加）や県管理道路の完成・供用開始（11回）の情報
提供。

’総合評価方式の工事実績において、若手技術者の活用のため、現
場代理人としての実績を主任技術者の実績と同等に評価。（215件
のうち、 57件を評価）
（評価件数57件のうち、45歳未満の評価は33件（58%))

・若手技術者が配置されることを入札参加条件とする工事発注に向
け、建設業界などとの検討に着手。

平成 25年 度の取 組
－設計変更に関する契約条演の運用を標準化するための、二重県設
針変更ガイドライン（案）を作成。

・受注者を対象とした電子調達・電子納品研修を開催。
(6月11日～20目、県内7会場延べ16回開催、151名参加）

・新たな電子調達システムの周知を図るため、受注者を対象とした説
明会を開催。
(1月21日～30日、 県内7会場延ベ8回開催、 509名参加）

取組目標
ー一一一ーーー一一一」

工事成績評定点の平均値
（目標）H22 81. 8点→ H27 83. 0点
（実績）H23 82. 7点 1924 83. 1点

H25 83. 2，者

可－ 司司’F －＝ー，＂可．

平成 26年 度 の 取 組
） ー

・二重県建設技術センターの研修において、発注者だけでなく受注者
（民間）も対象とする研修を実施する。 (18件を予定）

・受発注者のニーズを踏まえた平成27年度の研修計画を策定する。
、

－総合評価における企業の実績、技術者の実績いついて引き続き検
討する。

－格付けおよび総合評価における工事成績の評価のあり方について
検討する。

・優良施工企業と優良技術者の表影制度について、 6月から各建設・
下水道事務所で試行する。

平成 26年 度 の 取 組

・建設業への理解を深めるため、社会資本整備の重要性とそれを整
備している建設業界の必要性、及び1也減貢献活動を、県と建設業
界が連携して、イベントや現場見学会（約10回を予定）を通じてPRし
ていく。

・若手技術者の活用について、入札参加条件、 総合評価方式におけ
る評価方法等を、引き続き建設業協会などと協議していく。

・国からの交付金（地域人づくり事業）を活用して、建設業における若
年労働者の入職促進・人材育成を図る。

平蔵 26 年度の取組

－設計変更の手続等を定めた被告十変更要領との調整を行い、二重県
設計変更ガイドラインの運用を開始する。

・受注者を対象とした電子調達・電子納品研修を開催する。
(5月、 県内8会場で開催）
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（取組4 地域の安全安心の確保

取組項目と主な取組

災害等の緊急対応への取組強化
。災害等の緊急時における安全・安心の確保

1也減維持型の契約方式の導入
・1也繊維持型の契約方式による維持管理体制の確保

（取組5 地域経済の活性化

取組項目と主な取組

地域雇用の確保
。雇用改普等への取組

地元企業からの資材購入
。県内産資材の優先使用等

（取組6 酬に貢献できる企業の存続

取組項目と主な取組

地続貫献活動の取総強化
。建設企業の地減貢献活動のPR

地織企業の活用推進
・県内（地減）企業への優先発注

不良・不適格業者等の排除
．不良・不適格業者等への対応

地減貢献
一地域から必要とされる建設業 一

平成 25年度の取 組

・総合評価方式の平価工。事（1において、建設業者の災害時の緊急対応に
関する協定を評 。 90件）

・小規模修繕と雪氷業務との一括契約（4件）、市の道路除草業務
と県の河川除草業務との一括契約（7件）、施設点倹業務等の複数
年契約（24件）など包話的な契約を誌行。

平成 25年度の取締

・平成25年度二重県建設雇用改善推進大会（11月）で建設労働者
確保育成助成金を案内。

・県内産資材の優先使用や建設資材の県内取扱企業からの調達
に努めることを特記仕様書に記載。

平成 25年 度の取組

・建設技術フェア（10月）、土木の日親子ふれあい見学会（11月｝、ブレ
三重県民大級会（12月）などで建設業の役割、土木技術や建設現
場を紹介。

－報道機関に現場見学会（矢頭トンネル；高校生30名参加、遊オにトン
ネル．小学生23名参加）や県管理道路の完成・供用開始（11聞）の
情報提供。

－地域企業の受注機会を確保するため、 1億5千万円未満の工事は
原則管内業者に発注するように発注標準を見直し。

・社会保険等（雇用、健康、年金保険）の加入義務，＿ついて、建設
業許可・更新、経営事項審査の申請を行った全ての業者に周知
し、i未加入業者に対する加入指導。（指導後の加入件数107件）
三重県暴力団等排除借置要綱を、 下請け業者に対し資格（指名）

－停止措置及び契約解除を求めることができるよう改正。

地場・社会貢献に取り組む業者との契約率
（目標）H22 88. 4%→H27 95. 0% 

（実績）H23 92. 1 % H24 97. 3% 

H25 97. 7号由

、J 且＂＇－白）（.~ ・F ....＿、
平 成 26年度の取組

百 円百

－総合評価方式の工事において、建設業者の災害時の緊急対応に関
する協定を評価する。

－包指的な維持管理業務の契約制度を継続するとともに、地域維持型
JV等の制度を上半期に策定し、下半期から獄行する。

平成 26年度の取組

・固からの交付金（地域人づくり事業）を活用し、建綾業における若年
労働者の入職促進・人材育成を図る。

・平成26年度三重県建設雇用改善推進大会（11月予定）で建設労働
者確保育成助成金を案内する。

・県内産資材の優先使用や建設資材の県内取扱企業からの調達に
努めることを、引続き特記仕様書に記載する。

平成 26年度の取組

－建設業への理解を深めるため、社会資本警備の重要性とそれを整
備している建設業界の必要性、及び地域貢献活動を、県と建設業界
が連携して、イベントや現場見学会（約10回を予定）を通じてPRして
し、く。

－県内企業がJV代表者となれる格付けの総合点の見直しを検討す
る。

・引き続き建設業許可・更新、経営事項審査時に社会保険等朱加入
業者に対する加入指導を実施する。

－社会保険等加入を入札条件に加えることを検討する。



hコ、J

（取組7 経営基盤の強化

取組項目と主な取組

経営相談・各種融資制度の活用・支援
。経営相談の活用・支援

入札契約制度の改善
・適切な積算による入札

入札契約制度の改善
・総合評価方式の見直し

｜取組8 新分野進出による経営多角化 J 

取組項目と主な取組

新分野進出の支援制度・体制の整備
。経営相談指導や販路開拓の支援

経曽力
一「技術力」と「地域貢献」を実現ー

平成 25 年度の取 組

－経営相談事業を中小企業診断協会へ委託し、経営相談会を
15回実施。（相談件数24件）

－公共工事設計労務単価を4月（平均14%上昇）、2月（平均
7%上昇）に改訂。

－設計単価の改訂は、 2回の通常改訂に加え、生コン、鉄筋等
の特別改訂等を6回実施。

・インフレスライド条項を運用。（2月21日）
－低入札調査基準価格（最低制限価格）の算定式を中央公契
連モデルの改訂に伴い6月に改訂。

・事務手続きにかかる負担の軽減、評価項目や評価基準の改
善、審査・評価の公正性・透明性の向上を目的として見直し
案を作成するため、受発注者、学識者の意見聴取を実施。
また、見直し案を一部取り入れた評価方式を2月から実施。
(15件）

平成 25年度の取組

・経営相談事業を中小企業診断協会へ委託し、経営相談会を
15回実施。
（新分野進出についての相談件数の割合は全体の22%)

－新分野進出について、専門相談員を建設業者へ派遣し2件
の相談。

売上高経常利益率の平均値 （売上高1億円以上）
（目標）H22ム0.18%→H27 十0.20% 

（実績） H23 ム0.19% H24 +1. 02% 
H25 （平成26年11月公表予定）

v~王国又芳モヲト 司F 孟邑rr,; ¥VJ l同 ，..，司

平 成 26 年度の取組

－建設業への若年者の職場定着支援のため、固からの交付金
（地域人づくり事業）を活用して雇用管理等の相談会を実施す
る。

・引き続き、実勢を踏まえた適正な工事価格の算定となるよう
に、設計単価を設定する。

・予定価格の事後公表について試行を検討する。

・総合評価方式の見直し案について、試行と検証を進めていく。
－専門工事についても検討を進める。

平成 26 年度の取組

同新分野進出Lついての経営上の課題等の解決を支援するた
め、国が実施予定の「地域社会の課題解決型の経営アド1＼イ
ザリ一事業Jについて建設業者への周知を図る。
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今後の海岸保全羅霊の整難について

1 海岸銀全施設の獲備の経緯

三三葉支系の海岸l土、伊勢湾沿岸と熊野灘治j料こ区分され、海岸線の延長は

約 1, 088kmマア、ゑ閣で8番目の長2'どなうています。

海岸保食施設の大部分；土、昭和 30年代以降に伊勢湾等j総務総祭事業等で築

造され、その後、三重県では、校会？育勢iと応じて、高額・浸食対策や、耐震対

策として、務燦保全主主設の盤機会進めてきまし

授夜、地震ー津波による被害ると続減するための対策として、防瀬渓の動力化

努め液難支援対策を行うとともに、怨洞やひびきjれがさ主じた箆所の総務化対策

主主緊；怒的に行ってい設す略。

2. 今後の譲事斧保全施設の襲鎗方針

海岸保4:施設の津波対策；立、これまでにも言語機対策としての持簿上げ、総震対

策、避難支援対策及び捻弱化対策会進めてきましたが、比較的発生委譲渡の高い

一定程度の津波に対ナる嵩上げとともに、設計津波の水｛立を超えた主義台、でも、

施設の効果ぷ粘り強く発事事できるよう李総強した「目指すべき海岸保全施設！(Jコ

繋溺をと進めるには、主主大必要警用と努簡が必援であり、その効よ誌の早期発現ば厳

しい状況です。

このため、効率・効条約な＞＜H殺を進めていくために、これまで進路てきた高

潮・侵食対策、務室震対策、避難支援対策及び総務化対策と同5警に粘り3動、構造

どする対策密実主り入れることとし三去す。

なお、結り5齢、機i鐙とする対策については、次空コ空室翁パターンの中から、

備会行う海岸に適した慾綴ノミターンをi議定することとし設す。

1整備パターン1
①既存会議絞め窓上げ対策合行う

3既存主懇談ヂコ智定的な議 fこげと補強対策を行う

窃蕊存施設の補強対策を行う

3 今後の海岸保全施設の襲撃備の進め方

今後の潟洋保全潟殺の愁備については、現況施設の状況、育室長三也の状況、

周辺環夜、採算工事費者事会総合約iこ考慮して、＇： if[！！＇整僚を行う儀所と整備パ

ターンを選定し、みえ県災カピジョンにおける次綴行動計箇（平成忽 8年度

～） Iこ反映して、君主り怒んでし、合法すc
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三重県の海岸の特徴 ｜ 
伊勢湾沿岸・・ ①直線的な海岸形状で緩やかな海底勾配の海岸

熊野灘沿岸・・②ー 1伊勢志摩地域から熊野市にかけては複雑なリアス式海岸

②－2熊野市以南 （七里御浜海岸）は直線的で急な海底勾配の海岸

課題

・高潮・侵食対策

．耐震対策

・避難支援対策

．脆弱化対策

①伊勢湾沿岸

②－1熊野灘沿岸

熊野灘

海岸線は約 1,088km （全国の 8番目の長さ）

海岸保全区域は約52 7 km  （海岸線全延長の48%)
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｜ 海岸保全施設の整備 I 

528 台風13号

534’伊勢湾台風

｛社会情勢）
高潮・侵食対策
〈伊勢湾台風復興計画による聾舗）

〈犠能低下が確認される施設の聾績）

耐震対簸｛副，...... ，化対績による聾・3薄陸軍港

H4-

医神漉語大量提｛祉会情’） H7 ”膚酉商店i
H4-

｛社会情勢）
H14 東海地震防災対策強化地域指定

H15 東南海・南海地震防災対策推進地域指定

避難支援対策
（津渡対叢①）
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－老朽化調査 （Hll～H23)

－脆弱化施設の補強対禁 （H24～H26)
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H23 東日本大震災発生

明在の事組＞•• j H23 粘り強い海岸保全施設の考え方

~：：，：：~~o箇所 H24 南海トラフ巨大地震被害報告（内閣府）
'H宜＠で主主7 I H26 三重県新地震・津波対策行動計画

骨 援はる仲間国土強靭化計画
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・・・・・ー

参照※ 海岸堤防の整備パターン

脆弱化対策

今後の海岸保全施設の整備方針

市不蚕函副 ｜耐震鰍 11避難支援対策 ｜

みえ県民カビジョン
における

次期行動計画
｛早成28年度目）「整備tターゆ

整備箇所の選定
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｜ 海岸堤防の整備パターン

目指すべき海岸保全施設

マ設計津波の水位
設計津波の水位を超えた

場合でも粘り強い構造

→補強が必要

設計津波の進入を防ぐ

→嵩上げが必要

莫大な費用と期間！！
効率・効果的な対策が必要

海岸堤防の整備パターン

（
避
難
支
援
対
策
等
の
ソ
フ
ト
対
策
も
考
慮
）

現
在
の
整
備
メ
ニ
ュ
ー

粘り強い構造
とする対策

（津波対策③）
を取り入れ

粘り強い構造とする対策
（津波対策③）

の整備パターン

①既存施設の嵩上げ対策

マ設計津波の水位

海
岸
に
お
け
る
整
備
パ
タ
ー
ン
の
選
定

設計津波＝堤防天端高

②既存施設の暫定的な嵩上げと補強対策
マ設計津波の水位

設計津波＞堤防天端高

設計津波》堤防天端高
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道路インフラメンテナンスの確実な実施について

4500 

初∞

管
2500理

橋
2000 m 

数

1500 

《

U
平
成

2
5
年

4000 

3500 

1000 

旬。

道路インフラの現状

道路には、橋梁、トンネルをはじめとして、横断歩道橋、道路標識、道路照

明灯など数多くの施設があり、その数は膨大な量となります。

これら道路イ ンフラの多くは昭和 30年代から始まった高度経済成長期に建

設されたもので、施設の高齢化が進むなか老朽化により、道路利用者や第三者

に被害が及ぶような重大な事故が発生するリ スクが高まっています。 このよう

な状況のもと、道路インフラを適正に維持管理していくためには、道路管理者

それぞれがメンテナンスサイクル（点検、 診断、措置、記録）を継続的かつ確

実に回していく必要があり ます。

( 1 ）県管理道路の状況

本県では、これまで、道路利用者の安全かつ安心な通行を確保するため、道

路パトロールや点検などを実施し、施設の適正な維持管理に努めてきました。

しかしながら、例えば橋梁においては、 29% (1, 155橋）が建設後

5 0年経過し、その割合は 10年後で 52%、 20年後で 69%と急速に高齢

化が進展していきます。

そのため、全ての橋梁を対象に 5年に 1回の点検を実施するとともに、従来

の事後保全的な維持管理から予防保全的な維持管理への転換を図るため橋梁長

寿命化修繕計画を策定し、計画的な維持修繕を実施しています。

E コ年度別建設橋祭数 I• 高度経済成長期 u
一一管理橋梁数

建設後50年以ょが経過（1,155橋）

平
成

2
0
年

平
成

1

5
年

平
成

1

0
年

』叩山B 咽 '""  

1昭 昭昭昭昭昭昭 昭昭 昭昭昭岡昭事平
耳由利和 利和 和和和和和 和和和 前五置成
1元 5 I 1 Z z・ 3 3 4 4 5 5 6 6元
ι年 年 目 5 0 5 0 5 0 5 0 5 03年年
年 年年年年年年年年年年年年

図－1 三重県の建設年度別橋梁数 (H25. 4. 1時点）
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橋梁の老朽化状況

2,835橋

n%  
『ーー’／ ＼～」~ ＼ー－

｜平成25年 ｜ ｜平成35年！ ｜平成45年 ｜

口 建設後50年以上口建設 後50年未満｜

三重県の橋梁高齢化割合の推移 (H25. 4. 1時点）
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( 2 ）市町管理道路の現状

道路インフラの大半は市町が管理しており、例えば、橋梁では県内の橋梁の

75%にあたる約 14, 0 0 0橋が市町管理となっています。しかしながら、

これらの橋梁の点検は、橋長 15m以上は概ね完了しているものの、橋長 15 

m未満では未だ 30%と低い状況にあります。また、橋梁長寿命化修繕計画に

ついても、策定が完了していない市町があるなど、予防保全的な維持管理への

転換が遅れている状況にあります。

さらに、約4割の町で道路保全業務に携わる土木技術者がいないなどの状況

にあります。

3% 

552f音
( 3%) 

・高速道路会社

・国土交通省

・県

・市・町

・道路公社

14,317橋
( 75%) 

図－3 三重県内の管理者別橋梁数 (H25. 4. 1時点）

橋長 15m未満の 70児が
点検未実施

口点検済み

口未点検

, I 橋長lSm以上 ｜ ｜ 橋長lSm未満 ｜ ｜ 合計

図－4 県内市町の橋梁点検実施状況 (H25.4. 1時点）

町（.N=16) 38% 

市（N=13) 69% 

0% 200も 40"/o 60% 80"/o 100% 

ロ0人 1～5人 口6人以上

図－5 県内市町の道路保全業務に携わる土木技術者数 （県内29市町へのアンケートH26.3) 
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( 3 ）道路法の一部改正等

近年、中央自動車道笹子トンネルの天井板落下事故など施設の老朽化を原因

とする重大な事故が発生しています。

このような状況をふまえ、平成 25年 9月に施行された 「道路法の一部を改正

する法律J、平成 26年 3月に公布された「道路法施行規則の一部を改正する省

令及びトンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示jにより、国が定める

統一的な基準により 5年に 1回、近接目視による点検が義務化されました。

（平成 26年7月1日より施行）

さらに、平成 26年 4月には、社会資本整備審議会・道路分科会（国土交通

省）の 「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言jにおいて、維持管理レベル

は既に危険水域に達していると警鐘が鳴らされました。

ι鰍 基準叩｜・国による修繕等代行制度の創設

j道路法の施行規則の一部を改正する省令及び

トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示（H2~.3公布）
・5年に1回、近接目視により点検を行うことを基本とする
・点検は‘点検を適正に行うために必要な知識及び
技能を有する者が行う

－国が定める統一的な基準により、健全性を診断

道路法の一部を改正する法律（H25.9施行）

./ 

く
｜道路の老朽化対策の本格実施に関する提言

コ ｜（社会資本整備審議会・道路分科会）(H26.4) 

f最後の警告

今すぐ本格的なメンテナンスに舵を切れ

省令及び告示の施行（H26.7.1)

図－6 道路法の一部改正等の概要

に
Jス）



2 課題・問題点

県内の道路利用者が安全かつ安心に通行するためには、全ての道路管理者が

問題意識を共有し、メンテナンスサイクルを継続的かつ確実に回していく必要

があります。

しかしながら、市町の中には、財政、技術、人材（体制）等の課題を抱える

市町もあり 、これらの市町に対して的確な支援を実施していく必要があります。

（⑥補修・惨繕工事発注が圏灘 ] 

j⑦点検結集の保管・管理湘難 ] 

i⑧管理者間で情報量や対応にばらつき ］ 

財政遥の課題 ｛①点績予算の確保

｛②修繕予算の確保

法橋商での課題
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λ前倒駒縮 （⑨土木枝術瞬間

（⑩臆員育成概

図－7 市町のメンテナンスサイクルを回すための課題

3 対応方針

これらの課題を解決するために、県内すべての道路管理者が参加した「三重県

道路インフラメンテナンス協議会J（以下、「メンテナンス協議会Jという）を平

成 26年 3月に全国に先駆け設立しました。

このメンテナンス協議会において、市町への支援内容の検討を行うとともに、

県内のメンテナンス体制を強化し、道路インフラメンテナンスの確実な実施を

図っていきます。

［メンテナンス協議会の概要】

＜参加者＞

国土交通省、三重県、 中日本高速道路株式会社、 29市町、

三重県道路公社、（公財）三重県建設技術センター

く検討事項＞

・メンテナンスサイクルを確実に回すための発注方法や体制

．研修の内容や開催方法

－点検や修繕工事等に関する技術的な支援・調整

・跨線橋、跨道橋の点検、修繕に関する支援・調整 等
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熊野Ill揖域量観計関の鑑定について

1 策定理由

熊野川流域においては、 「世界遺産（文化遺産）を有する地域にふさわしい
景観」を形成していく必要があります。

景観行政は、景観法の趣旨から、住民に最も近い基礎的自治体である市町村が
中心的な役割を担うことが望ましいとされていますが、熊野川左岸流域は、

複数の市町（熊野市・紀宝町）にまたがる広域的な地域であり、また、熊野川！

流域の文化的景観を共有する対岸では、和歌山県が、熊野川右岸流域の景観保全

に向けた取組を進めており、両県の連携が望まれています。

このことから、熊野川左岸流域を対象とする景観計画（以下「熊野川流域景観

計画」とし寸。）を策定し、 「三重県景観計画」に追加します。

2 熊野川流域景観計画（素案）の概要

第 1章計画策定の背景と目的

第2章景観特性と課題

1 熊野川流域の景観特性（自然的特性、歴史・文化的特性、社会・経済的特性）

2 景観づくりの課題
( 1 ）熊野川流域における景観構成要素の一体的な保全

( 2）熊野川流域における景観資源がもっ重要性の共通認識

( 3）熊野川流域の眺望景観や景観資源の活用
第3章 良好な景観づくりに関する方針

1 基本方針

( 1）世界遺産を有する地域にふさわしい景観づくり
( 2）災害に対する復旧・復興への備え

( 3) 「景観づくり」による地域活性化の後押し

2 役割
( 1）流域住民等の役割

( 2）行政の役割

第4章 良好な景観づくりのための誘導方策

1 景観計画の区域（景観法第8条第2項第 l号）
2 行為の制限に関する事項（景観法第 8条第2項第2号）

3 策定スケジュール
平成23年度

平成24年度
平成25年度

（今後の予定）
平成26年度

平成 27年度

策定着手、建築物の形態・色彩等に関する現地調査

23年度現地調査の補足調査

地元意見の聴取（検討会議の開催4回）
和歌山県・新宮市等との協議会の開催（2回）

住民説明会の開催（紀宝町、熊野市各 1回）

景観審議会への諮問
く景観計画（素案）のとりまとめ＞

6月定例月会議（常任委員会）への報告（6/17)
パブリックコメント（6～7月）
関係市町の意見聴取（8月頃）

景観審議会への諮問（10月頃）
11月定例月会議（常任委員会）への報告（12/11)

告示（1月頃）
運用開始（4/1)
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熊野川流域景観計画の策定について

［県が策定する理由】
景観行政は、景観法の趣旨から、住民に最も近い基礎的自治体である市町村が中心的な役割を

担うことが望ましいとされているが、熊野川左岸流地は、複数の市町（熊野市・紀宝町）にまたがる
広域的な地織であり、また、熊野川流域の文化的景観を共有する対岸では、和歌山県が、熊野川
右岸流域の景観保全に向けた取組を進めており、両県の連擦が望まれている。
このことから、熊野川左岸流域を対象とする景観計画（「熊野川流域景観計画」）を策定し、 「三重県

景観計画J（こ追加する。

熊野川流域においては、

r世界遺産（文化遺産）を有する地域にふさわしい景観j

策定理由

第

1
章

を形成して｛，＼＜必要がある。

熊野川流域の景観特性

く自然的特性〉

急峻な紀伊山地の山々、温暖な気候と豊富な降水量、
熊野川の雄大な流れ、吉野熊野国立公園

索震の慨要

く歴史・文化的特性〉 、く祉会・経済的特性〉

川の参詣道、川丈（川端）街道、三反帆などによる舟運、｜ ｜ 過疎化（人口減少）、高齢化、林業を中心とした産業、
石積みの集落、伝統行事（御船祭など）、 ｜ ｜ 景観資源（飛雪の滝など）、観光舟運（三反帆など）、

など J l文化財（楊枝薬師堂など）、熊野詣 など } l眺望（浅里展望台など） など

2 景観づくりの課題 － 

, 

第

2
章

（②蜘資震がもっ重要性のm ！ （③眺望景観や景観資源の活用

－世界遺産の文化的価値を守るには、熊野川に加え、 ・地域の魅力や長い歴史の記憶を継承していくことが ．・誰もが楽しく過ごし、また、繰り返し訪れたくなるよう、

その背後地を含めた一体的な保全が必要 必要 景観資源などを地域の活性化に活用することが必要

断ヲ単望与をFき艦 J婦甑！

防災害伽・復興時における””への髄 ） （③ 『景観づ仰による地域活性化の後押し

司景観法に基づく届出制度の活用による良好な景観への誘導 ・景観資源がもっ重要性の発信、共有 ・地域の活性化に向けた取組を、景観づくりの視点から

・文化的景観を共有する和歌山県との連携 ・熊野川流域における景観資源の景観計画への明記 補完・支援

4 景観づくりのための誘導方策
「三重県景観計画Jの誘導方策を基本！こ、熊野川流域にふさわしい景観形成基準を追加するとともに、届出が必要な行為の規模要件を拡大する。（届出が必要な行為は、三重県景観計画と同じ。）

く良好な景観を保全する区様（景観計画区媛）の設定〉 「 く良好な景観保全のための基準（景観形成基準）の追加＞ 1 く県への届出が必要な行為（届出対象行為）の指定〉

世界遺産・熊野川に加え、流域の集落や背後の山々、 ｜ ｜ 熊野川流域の景観特性及び景観づくりの方針を踏まえ、 ｜ ｜ 文化的景観の保全の観点から、届出が必要な行為を指定。

さらに、熊野川からの眺望といった景観を、一体として ｜ ｜ 建築物等の外観や色彩に関する基準などを追加。 ｜ ｜ （例：建築物（自宅）の新築、工作物（車庫）の新設などの行為を指定）

保全するため、熊野川（和歌山県との県境〉から ｜ ｜ （例：熊！rJ11流域の集落景観に調和する色彩基準などを追加） ｜ ｜ なお、行語の規模に関わらず届出を要するが、通常の管理
主尾根線までの範囲を基本に設定。 ｜ ｜ ｜ ｜ 行畠や軽微な行為などは、届出不要。

景観づくりの方針

悔缶詰捕さきさ首警警暢蝉2
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章
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章
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現地調査
及び現地確認 ，


